
み
っ
き
ぃ
ナ
ビ

健
　
康

相
　
談

人
権
の
目

く
ら
し

教
室
・
講
座

施
　
設

催
　
し

募
　
集

子
育
て

みっきぃナビ

～H30年9月 H30年10月～ H31年10月～ H32年10月～ H33年10月～

6,622円
930円

5 ,692円
13 ,244円

→　　
→　　
→　　
→　　

6,122円
860円

5 ,262円
12 ,244円

4 ,656円
656円

4 ,000円
9 ,312円

国
県
市
合計

国
県
市
合計

→　　
→　　
→　　
→　　

6,622円
930円

5 ,692円
13 ,244円

7 ,122円
1 ,000円
6 ,122円
14 ,244円

7 ,122円
1 ,000円
6 ,122円
14 ,244円

7 ,622円
1 ,070円
6 ,552円
15 ,244円

7 ,622円
1 ,070円
6 ,552円
15 ,244円

一般の
紙巻たばこ

旧3級品の
紙巻たばこ

Vol.6

■
来
署
に
よ
る
相
談
は
、
事
前
予
約
を

　
税
務
署
で
相
談
の
際
は
、
前
も
っ
て
日
時
を

予
約
い
た
だ
く
よ
う
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
ｅ
―

Ｔ
ａ
ｘ
の
手
続
き
が
よ
り
便
利
に

　
平
成
３１
年
１
月
か
ら
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
か
ら
の
申
告
が
よ
り
便
利
に
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
「
国
税
庁
　

Ｉ
Ｄ
Ｐ
Ｗ
」
と
検
索
し
て
く
だ
さ
い
。

■
平
成
３０
年
度 

改
正
法
人
税
法
等

　
　
　
　
　
　
　
　
説
明
会
を
開
催

▼
日
時
　
１０
月
１６
日
（火）

　
　
　
　
午
後
１
時
〜
３
時
４５
分

▼
場
所
　
教
育
セ
ン
タ
ー
　
４
階
大
研
修
室

▼
内
容
　
・
所
得
拡
大
促
進
税
制
の
改
組

　
　
　
　
・
収
益
認
識
に
関
す
る
会
計
基
準

　
　
　
　
　
へ
の
対
応

　
　
　
　
・
ｅ
―

Ｔ
ａ
ｘ
に
よ
る
申
告
の
特
例
制

　
　
　
　
　
度
の
創
設

　
　
　
　
・
消
費
税
軽
減
税
率
制
度
お
よ
び

　
　
　
　
　
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
概
要

 

介
護
保
険
料
は
、
何
歳
か
ら
納
め
る
の
か
ご
存

じ
で
す
か
？

 

答
え
は
、
４０
歳
か
ら
で
す
。

 

そ
れ
で
は
、
こ
の
介
護
保
険
料
は
、
ど
こ
へ
納

め
る
の
か
ご
存
じ
で
す
か
？

　
答
え
は
、
２
つ
あ
り
ま
す
。

　
１
つ
は
、
市
役
所
（
介
護
保
険
課
）
へ
納
め
ま

す
。
６５
歳
以
上
の
す
べ
て
の
方
が
対
象
で
す
。
年

金
か
ら
の
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
や
納
付
用
紙
な

ど
で
納
め
ま
す
。

　
も
う
１
つ
は
、
健
康
保
険
組
合
へ
「
健
康
保
険

料
」
と
し
て
医
療
保
険
分
と
介
護
保
険
分
を
合
わ

せ
て
納
め
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
４０
歳
以
上
６５
歳
未
満
の
方
が
対
象
で

す
。
給
料
か
ら
の
天
引
き
な
ど
で
納
め
ま
す
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
介
護
保
険
料
は
、
ど
の
よ
う

に
使
わ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　
市
で
は
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
（
訪
問
、
通
所
、

施
設
入
所
な
ど
）
を
利
用
し
て
い
る
方
が
約
３，

３
０
０
人
お
ら
れ
ま
す
。
利
用
す
る
方
は
、
サ
ー

ビ
ス
に
要
し
た
費
用
の
１
割
（
一
部
２
割
ま
た
は

３
割
）
を
負
担
す
る
と
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
で
は
、
残
り
の
９
割
（
一
部
８
割
ま
た
は
７
割
）

は
誰
が
負
担
す
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　
答
え
は
、
介
護
保
険
料
と
公
費
（
国
・
県
・
市
）

で
半
分
ず
つ
負
担
し
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
介
護
保
険
は
、
４０
歳
以
上
の
方

が
納
め
て
い
る
介
護
保
険
料
が
大
切
な
財
源
と
な

っ
て
い
ま
す
。
介
護
が
必
要
と
な
っ
た
と
き
に
、

誰
も
が
安
心
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
よ
う
、

と
も
に
支
え
合
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

■問
（市）

介
護
保
険
課

■問
北
播
磨
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

　
　
8
8
―

8
8
0
0

　
今
年
４
月
の
国
の
診
療
報
酬
改
定
で

「
初
期
の
治
療
は
地
域
の
医
院
・
診
療

所
（
か
か
り
つ
け
医
）
で
行
い
、
高
度
・

専
門
治
療
は
病
院
で
行
う
」
と
い
う
医

療
機
関
相
互
の
役
割
分
担
と
連
携
を
目

的
と
し
た
方
針
が
示
さ
れ
、
大
病
院
受

診
時
の
定
額
負
担
制
度
（
選
定
療
養
費

の
義
務
化
）
の
対
象
が
地
域
医
療
支
援

病
院
ま
で
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
改
定
に
よ
っ
て
、１０
月
か
ら
定
額

負
担
（
選
定
療
養
費
）
を
変
更
し
ま
す
。

▼
初
診
時
選
定
療
養
費

　
紹
介
状
が
な
い
場
合
に
保
険
診
療
費

と
は
別
に
負
担
い
た
だ
く
初
診
時
の
定

額
負
担

・
医
科
　

１，
０
０
０
円
↓
５，
０
０
０
円（
税
抜
）

・
歯
科
　

１，
０
０
０
円
↓
３，
０
０
０
円（
税
抜
）

▼
再
診
時
選
定
療
養
費

　
病
状
が
安
定
し
、
地
域
の
医
院
・
診

療
所
を
紹
介
さ
れ
た
方
が
、
引
き
続
き

受
診
し
た
場
合
に
保
険
診
療
費
と
は
別

に
負
担
い
た
だ
く
再
診
時
の
定
額
負
担

・
医
科
　
負
担
な
し
↓
２，
５
０
０
円（
税
抜
）

・
歯
科
　
負
担
な
し
↓
１，
５
０
０
円（
税
抜
）

■
「
乳
腺
外
科
」
を
追
加

　
北
播
磨
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
で
は
、

開
院
以
来
、
週
２
回
の
乳
腺
外
来
を
設

け
、
診
療
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
現
状
で
は
当
院
で
乳
が
ん

診
療
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
に

く
い
た
め
、
１０
月
か
ら
診
療
科
に
「
乳

腺
外
科
」
を
追
加
し
ま
す
。

　
患
者
や
地
域
の
医
療
機
関
に
、
国
の

定
め
る
５
大
が
ん
の
一
つ
で
あ
る
乳
が

ん
の
診
療
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
を
広

く
周
知
す
る
と
と
も
に
、
地
域
医
療
の

連
携
強
化
を
図
り
、
乳
腺
外
来
診
療
の

充
実
に
努
め
ま
す
。

■
国
の
診
療
報
酬
改
定
で

　
　
　
　
　
　
紹
介
状
が
な
い
受
診
時
の
定
額
負
担
が
増
額

た
ば
こ
に
係
る
税
率
が
変
更

　
た
ば
こ
税
関
係
法
令
の
改
正
に
よ
り
、

１０
月
か
ら
紙
巻
た
ば
こ
（
旧
３
級
品
以

外
）
に
係
る
た
ば
こ
税
の
税
率
が
段
階

的
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
喫
煙
用
の
製
造
た
ば
こ
の
課

税
区
分
と
し
て
、
新
た
に
「
加
熱
式
た

ば
こ
」
が
創
設
さ
れ
ま
す
。

　
加
熱
式
た
ば
こ
の
課
税
方
法
は
、「
重

量
」
と
「
価
格
」
が
紙
巻
た
ば
こ
の
本

数
に
換
算
さ
れ
ま
す
。

　
旧
３
級
品
の
紙
巻
た
ば
こ
（「
わ
か

ば
」、「
エ
コ
ー
」
な
ど
）
に
係
る
税
率

の
引
き
上
げ
は
、
平
成
３１
年
４
月
１
日

に
予
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
３１

年
１０
月
１
日
に
延
期
さ
れ
ま
し
た
。

　
た
ば
こ
税
は
、
た
ば
こ
の
代
金
に
含

ま
れ
て
お
り
、
た
ば
こ
の
購
入
者
が
実

質
的
に
負
担
し
て
い
ま
す
。

■問
（市）

税
務
課
　
管
理
係

〈表〉たばこ税の税率

・税率は、１，０００本あたりの額となります。
・「国のたばこ税」には、たばこ特別税も含みます。
・たばこの小売価格の引き上げ額は、各社・各銘柄によって異なります。

三
木
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

■問
三
木
税
務
署

　
　
8
2
―

0
5
0
1

広告広告


